出張買取契約書

本契約は、株式会社〇〇（以下「買取業者」という。）が、依頼者△△（以下「売主」という。）の自宅・指定場所に出張し、売主が所有する物品の買取を行うにあたり、当事者間の権利義務を明確にするため、以下のとおり締結する。

第1条（目的）
買取業者は、売主が所有する物品（以下「本件物品」という。）を査定し、売主から買取ることを目的として本契約を締結する。

第2条（本件物品）
1. 本件物品の内容（品名、ブランド、数量、型番、状態等）は、別紙「査定明細書」に記載する。
2. 売主は、本件物品が自己の所有物であり、第三者の権利（盗難品・質権・担保設定等）が存在しないことを保証する。

第3条（査定および買取価格）
1. 買取業者は、出張先において本件物品を査定し、買取価格を提示する。
2. 売主が提示価格に同意した場合、買取契約が成立する。
3. 査定額に同意しない場合、売主は契約を締結する必要はなく、買取業者は出張料・査定料等を請求しない（特約がある場合を除く）。

第4条（買取代金の支払方法）
1. 買取業者は、買取契約成立後、次のいずれかの方法で売主に代金を支払う。
　① 現金支払
　② 銀行振込（振込手数料は原則として買取業者負担）
2. 売主が本人確認書類を提示しない場合、買取業者は支払及び引取りを行うことができない。

第5条（本人確認）
1. 買取業者は、古物営業法に基づき、売主の本人確認（運転免許証、マイナンバーカード等）を行う。
2. 売主は、本人確認に必要な書類を提示しなければならない。
3. 本人確認ができない場合、買取業者は買取を拒否できる。

第6条（引渡し）
1. 売主は、買取代金の支払と引換えに、本件物品の所有権を買取業者に移転する。
2. 本件物品の引渡し完了後、売主はその返還を請求することができない。

第7条（キャンセル禁止）
1. 買取契約成立後、売主都合によるキャンセルはできない。
2. 契約成立後に売主がキャンセルを希望する場合、買取業者は既に支払った代金の返還を請求できる。

第8条（売主の保証）
売主は、次の事項を保証する。
1. 本件物品が盗品・遺失物・無断持出品ではないこと
2. 本件物品に第三者の権利が付着していないこと
3. 偽造品、模造品でないこと
4. 本件物品の重大な欠陥について故意に隠さないこと

第9条（瑕疵担保）
売主が前条の保証に違反し、本件物品が盗難品・偽造品・不正商品等であることが判明した場合、売主は買取業者に対し、代金返還および損害賠償を行うものとする。

第10条（個人情報の取扱い）
買取業者は、本人確認書類及び契約情報を古物営業法その他の法令に従って適切に管理し、目的外の使用または第三者への提供を行わない。

第11条（出張費・キャンセル料）
1. 出張費は原則無料とする。
2. ただし、特別な交通費・作業費が発生する場合は、事前に売主へ説明し、同意を得たうえで請求する。
3. 売主の不在・キャンセル等により買取業者が損害を被った場合、実費を請求できる。

第12条（不可抗力）
天災地変、交通障害その他不可抗力により出張・買取の実施が困難となった場合、当事者はその責任を負わない。

第13条（紛争解決）
1. 本契約に関して紛争が生じた場合、当事者は誠意をもって協議し解決に努める。
2. 協議で解決しない場合、買取業者所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第14条（契約書の作成）
本契約締結の証として、本書2通を作成し、買取業者および売主が署名押印のうえ、各自1通を保有する。

令和　年　月　日

買取業者　住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（印）

売主　　　住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（印）

